（第２５条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　（　請　負　者　）　　　　　様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　発　注　者　）　　　　　　　　　
　　　　賃金又は物価変動
　　　　 工事材料価格の変動　に基づく請負代金額の変更に係る
　　　　特別の事情の発生
　　　　協議が整わなかった場合の通知について
　令和　　年　　月　　日付けで協議していた事項について、協議開始日から１４日以内に協議が整わなかったので、次のとおり決定し通知する。
　１　工事名
　２　変動前残工事代金額
　３　変動後残工事代金額
　４　基準日
　　　　　
　　　令和　　　年　　　月　　　日
　注　「賃金又は物価変動」「工事材料価格の変動」「特別の事情の発生」のいずれ
　　かの文字を　＝　線で削除して使用する。
